




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

輸送容器に係る品質管理の方法等 

（設計に係るものに限る。）に関する説明書 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 

 

別記－２ 
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輸 送 容 器 に 係 る 品 質 管 理 の 方 法 等  

（ 設 計 に 係 る も の に 限 る 。） に 関 す る 説 明 書  

 

申請者による核燃料輸送物の設計，製作，取扱い及び保守（以下「輸送容器の設計,

製作等」という。）に係る全般的な品質管理の基本方針を記述する。 

なお，本品質マネジメントシステムは，ＪＩＳ Ｑ ９００１：２０１５（ＩＳＯ ９

００１：２０１５）に基づき，国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の核燃料サイ

クル工学研究所が行う品質保証活動に係る要求事項を定めたものである。 

 

Ａ.品質マネジメントシステム 

Ａ.１ 一般要求事項 

核燃料サイクル工学研究所所長（以下「所長」という。）は，法令要求事項,組織外

及び組織内からの要求事項への適合を保証するため,輸送容器の設計,製作等に係る品

質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持する。また,その品質マネジメ

ントシステムの有効性を継続的に改善する。 

所長は,プルトニウム燃料技術開発センター長（以下「プルセンター長」という。）

に次の事項を実施させる。 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明

確にする。 

b) これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする。 

c) これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にす

るために必要な判断基準及び方法を文書において明確にする。 

d) これらのプロセスの運用及び監視の支援をするために必要な資源及び情報を

利用できることを確実にする。 

e) これらのプロセスを監視し,適用可能な場合には測定し,分析を実施する。 

f) これらのプロセスについて,計画どおりの結果を得るため,かつ,継続的改善を

達成するために必要な処置をとる。 

 

Ａ.２ 品質保証計画 

所長は,次の事項を含む「輸送容器の設計,製作等並びに輸送に係る品質保証計画書」
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を策定し,維持する。 

a) 品質マネジメントシステムの適用範囲 

b) 品質マネジメントシステムについて確立された文書化された手順 

c) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係に関する記述 

 

Ａ.３ 品質方針 

所長は，次の事項に適合した品質方針を定める。 

a) 組織の目的に対して適切であること。 

b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に

対するコミットメントを含むこと。 

c) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与えること。 

d) 組織全体に伝達され，理解されること。 

e) 適切性の持続のためにレビューされること。 

 

Ａ.４ 品質目標 

(1) 所長は，品質方針を踏まえ,品質目標を策定する。 

(2) プルセンター長は,所長が定めた品質目標を達成するために,品質目標を定め,

品質目標を達成するための要求事項を策定し,文書化する。 

(3)  品質目標の策定に当たっては，次の事項に留意する。 

a) 品質方針との整合がとれていること。 

b) 品質目標には,要求事項を満たすために必要なものを含める。 

C) 達成度が判定可能な目標であること。 

 

Ａ.５ 文書管理 

所長及びプルセンター長は，品質保証活動に必要な文書管理のための文書及び記録

の管理に係る要領を定める。 

 

Ａ.６ 品質記録の管理 

所長及びプルセンター長は，品質保証活動に必要な記録の管理のための文書及び記

録の管理に係る要領を定める。 
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Ｂ. 申請者の責任 

Ｂ.１ 経営者のコミットメント 

所長は，品質マネジメントシステムの構築及び実施並びにその有効性を継続的に改善

することに対するコミットメントの証拠を次の事項によって示す。 

a) 要求事項を満たすことの重要性を組織内に周知する。 

b) 品質方針を設定する。 

c) 品質目標を策定するとともに, プルセンター長に品質目標を策定させる。 

d) マネジメントレビューを実施する。 

e) 必要な資源を提供する。 

 

Ｂ.２ 品質方針 

輸送容器の設計，製作等に関し，以下の方針で品質マネジメントシステムの下に活動

を展開する。 

(1) 安全確保を最優先とする。 

(2) 法令及びルール（自ら決めたことや社会との約束）を守る。 

(3) 情報共有及び相互理解に,不断に取り組む。 

(4) 品質目標とその活動を定期的にレビューし，継続的な改善を徹底する。 

 

Ｂ.３ 品質目標 

輸送容器の設計，製作等に関し，品質方針を踏まえ，以下の品質目標の下に活動を展

開する。 

(1) 法令等の改正内容を, 品質保証活動に必要とされる文書へ確実に反映する。 

(2) コミュニケーションを通した現場の課題等の情報共有と相互理解を推進するた

めの活動を行う。また,ＭＯ等を通した仲間を尊重して風通しの良い作業環境を向

上するための活動を行う。 

(3)  活動を定期的にレビューし，必要な改善を行う。 

 

Ｂ.４ 組織 

品質マネジメントシステム遂行に係る申請者の品質マネジメント体制図を(別記

-2)－第Ｂ.1 図に示す。 
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(1) 核燃料サイクル工学研究所長 

所長は,輸送容器の設計，製作等に係る業務を総括する。 

(2) 品質保証管理責任者 

品質保証管理責任者は, 所長から指名され,輸送容器の設計，製作等の品質保

証活動に関する管理責任者としての業務を行う。 

(3) 主任監査員 

主任監査員は,所長から指名され,与えられている他の責任と関わりなく,内部

監査を実施する。 

(4) 保安管理部長 

保安管理部長は,施設安全課長を指揮し,輸送容器の設計，製作等に係る業務に

おける所長及び品質保証管理責任者の品質保証活動に関する調整業務等を統括

する。 

(5) 保安管理部施設安全課長 

保安管理部施設安全課長は,輸送容器の設計，製作等に係る業務における所長及

び品質保証管理責任者の品質保証活動の調整に係る業務を行う。 

(6) プルトニウム燃料技術開発センター長 

プルセンター長は,プルトニウム燃料技術開発センター（以下「プルセンター」

という。）が行う輸送容器の設計，製作等に係る業務を統括する。 

(7) プルセンター技術部長 

プルセンター技術部長は,技術部内の輸送容器の設計，製作等に係る業務を統括

する。 

(8) プルセンター技術部核物質管理課長 

プルセンター技術部核物質管理課長は,輸送容器の設計，製作等に係る業務を行

う。 

(9) プルセンター技術部品質保証課長 

プルセンター技術部品質保証課長は,輸送容器の設計，製作等に係る業務におけ

るプルセンターの品質保証活動の調整に係る業務を行う。 

(10) 核燃料サイクル工学研究所品質保証委員会 

核燃料サイクル工学研究所品質保証委員会は,所長の諮問を受け,輸送容器の

設計，製作等に係る業務の品質保証活動に関する重要事項を審議検討する。 
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(11) 核燃料サイクル工学研究所安全専門委員会 

核燃料サイクル工学研究所安全専門委員会は,所長の諮問を受け,輸送容器の

安全に関して,審議検討する。 

(12) プルトニウム燃料技術開発センター安全専門委員会 

プルトニウム燃料技術開発センター安全専門委員会は,プルセンター長の諮

問を受け,輸送容器の安全に関して,審議検討する。 

 

Ｂ.５ 管理責任者 

(1) 所長は，品質保証に係る業務の管理責任者として,「品質保証管理責任者」を指

名する。 

(2) 品質保証管理責任者は，与えられている他の責任と係わりなく，次に示す責任

及び権限を持つ。 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立，実施及び維持を確実にす

ること。 

b) 品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況及び改善の必要性の有無に

ついて所長へ報告すること。 

c) 従事する者に対して，要求事項に対する認識を高めることを確実にすること。 
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(別記-2)－第Ｂ.1図 品質マネジメント体制図 
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Ｃ. 教育・訓練 

Ｃ.1 一般 

所長は,輸送容器に係る安全の達成に影響がある業務に従事する者について，適切

な教育，訓練，技能及び経験を判断の根拠とした力量を有する者をあてる。 

 

Ｃ.2 力量，教育・訓練及び認識 

プルセンター長は,教育・訓練の管理に係る要領に従い，核物質管理課長に次の事

項を実施させる。 

a) 輸送容器に係る安全の達成に影響がある業務に従事する者に必要な力量を明

確にする。 

b) 必要な力量をもてるように，教育・訓練を行うか，又は他の処置を実施する。 

c) 教育・訓練又は他の処置の有効性を評価する。  

d) 従事する者が，自らの活動のもつ意味及び重要性を認識し，品質目標の達成

に向けて自らがどのように貢献できるか認識させる。 

e) 教育，訓練に係る実施結果及び評価結果は，品質記録として管理する。 
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Ｄ. 設計管理 

核物質管理課長は,輸送容器の設計・開発の要求事項を満足するために,設計管理に

係る要領に従い,輸送容器の設計・開発管理を行う。 

Ｄ.１ 設計・開発の計画 

(1) 輸送容器の設計・開発の計画を策定し，管理する。 

(2) 効果的なコミュニケーション及び責任の明確な割当てを確実にするため，設

計・開発に関与する関係者間のインターフェースを運営管理する。 

(3) 設計・開発の進行に応じて,策定した計画を適切に更新する。 

 

Ｄ.２ 設計・開発へのインプット 

(1) 要求事項に関連するインプットを明確にし，記録を維持する。 

(2) 要求事項に関連するインプットについて,その適切性をレビューする。その要求

事項は，漏れなく，曖昧でなく，かつ，相反することがないようにする。 

 

Ｄ.３ 設計・開発からのアウトプット 

設計・開発からのアウトプットは，設計・開発へのインプットと対比した検証を

行うのに適した形式とし，リリース（次工程への引渡し）の前に承認を行う。 

 

Ｄ.４ 設計・開発のレビュー 

(1) 設計・開発の適切な段階において,次の事項を目的として,計画されたとおりに

体系的なレビューを行う。 

a) 設計・開発の成果が,要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

b) 問題を明確にし,必要な処置を提案する。 

(2) レビューの参加者に,レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部

署を代表する者を含める。 

 

Ｄ.５ 設計・開発の検証 

(1) 設計・開発からのアウトプットが,設計・開発へのインプットで与えられている

要求事項を満たしていることを確実にするために,計画されたとおりに検証を実

施する。 
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(2) この検証は,設計・開発に直接関与していない者が実施する。 

 

Ｄ.６ 設計・開発の妥当性確認 

(1) 結果として得られる輸送容器が，指定された用途又は意図された用途に応じた

要求事項を満たしていることを確実にするために，設計計画書に従って,設計・開

発の妥当性確認を実施する。 

(2) 適切な段階において，必要に応じて以下に示す委員会等で審議を受ける。 

・核燃料サイクル工学研究所安全専門委員会及びその専門部会 

・プルトニウム燃料技術開発センター安全専門委員会及びその専門部会 

 

Ｄ.７ 設計・開発の変更管理 

(1) 設計・開発の変更内容を明確にし，記録を維持する。 

(2) 変更に対して，レビュー，検証及び妥当性確認を適切に行い,その変更を実施す

る前に承認する。このレビューには,その変更が,輸送容器を構成する要素及び関

連する輸送容器に及ぼす影響の評価を含める。 
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Ｅ. 輸送容器の製造発注 

核物質管理課長は,法令の技術上の基準，設計承認申請書の設計仕様，容器承認申

請書の製作方法等の調達要求事項に適合することを確実にするため，調達管理に係る

要領に従い,以下の内容を実施する。 

Ｅ.1 輸送容器製造者の評価 

発注先の選定に当たっては,選定,評価及び再評価の基準を定め,発注先の納入実

績等に基づいて技術的能力や品質保証体制を評価又は再評価する。輸送容器製造

者の能力の評価・選定に当たっては,必要に応じ,次の事項を考慮する。 

a) 輸送容器の製作に関する技術及び従事する者並びに製作設備 

b) 輸送容器製造者の品質方針、品質管理計画及びそれらの実施状況 

c) 輸送容器又は類似のものに関する供給実績 

d) 輸送容器又は類似のものに関する使用実績及び品質に関する記録 

e) 試作品,サンプル等の評価 

 

Ｅ.2 輸送容器製造者への品質マネジメントシステム要求事項 

輸送容器製造者に対して,適切な品質を確保させるため, 核燃料物質等の工場又

は事業所の外における運搬に係る核燃料輸送物設計承認及び容器承認等に関する

申請手続ガイド「別添 輸送容器の製作の方法に関するマネジメント指針」に規

定されている「Ⅲ.容器製造者による品質マネジメントの内容」に適合する品質管

理が行われていることを確認する。 

 

Ｅ.3 輸送容器の製作に係る検査及び品質監査による検証 

輸送容器製造者に対して,規定した要求事項を満たしていることを確実にするた

めに, 「輸送容器の設計,製作等並びに輸送に係る品質保証計画書」に基づいて,

輸送容器の製作時検査及び品質監査を実施する。 
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Ｆ. 取扱い，保守 

核物質管理課長は,MONJU-F 設計承認申請書（別紙記載事項）ハ章に示す核燃料輸送

物の発送前検査,輸送容器の保守に関する作業マニュアルを策定し,実施する。 
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Ｇ．測定，分析及び改善 

Ｇ.１ 内部品質監査 

所長は，主任監査員を指名し，内部監査組織を設置し，品質マネジメントシステ

ムの要求事項が満たされているか,効果的に実施され維持されているか否かを明

確にするために，内部監査を年一回及び必要に応じて実施させる。 

 

Ｇ.２ 不適合の管理 

プルセンター長は，不適合管理に係る要領に基づき不適合の管理を実施するとと

もに，発生した不適合について処置する。 

 

Ｇ.３ 是正処置及び未然防止処置 

(1) 是正処置 

プルセンター長は，是正処置に係る要領に基づき，速やかに不適合の原因を究

明し，再発防止を含めた是正処置を実施する。 

 

(2) 未然防止処置 

プルセンター長は，未然防止処置に係る要領に基づき，活動の実施によって得

られた知見及び他の施設等から得られた知見の活用を含め,起こり得る不適合が

発生することを防止するため，未然防止処置を実施する。 

 


